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の報告は原案可決であります。 

 厚生委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第28号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 

 

 産業・建設常任委員会審査報告 

 

 

○平 進介議長 次に、産業・建設常任委員会の

審査の報告を求めます。 

 鈴木富美子産業・建設常任委員長。 

  （鈴木富美子産業・建設常任委員長登壇） 

○鈴木富美子産業・建設常任委員長 令和２年３

月市議会定例会におきまして、産業・建設常任

委員会に付託になりました議案９件について、

審査いたしました経過と結果についてご報告申

し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る３月12日

に開催し、委員全員出席のもと、当局関係者の

出席を求め審査いたしております。 

 それでは、議案第10号 権利の放棄について

申し上げます。 

 本案は、長井市営住宅の使用料の未収金にか

かる権利を放棄するため、地方自治法第96条第

１項第10号の規定により提案されたものであり

ます。 

 主な質疑について申し上げます。 

 委員からは、今後、滞納を極力減らし、今回

のような事態を避けるための方策についてどの

ように考えているかとの質疑がなされ、建設課

長からは、債権管理マニュアルを作成し、訪問

徴収を徹底するとともに、保証人についても、

必要に応じて、その都度責任の確認を行うなど、

今まで以上に連絡強化を図っていく。また、全

体の状況について、管理職がしっかりと把握、

管理していくとの答弁を受けたところでありま

す。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第15号 市道路線の認定について

申し上げます。 

 本案は、長井市都市再生整備計画に基づく市

道本町西１号線の延長による終点の変更及び道

路新設工事の完了に伴う２路線について、市道

路線として認定するため、提案されたものであ

ります。 

 質疑に入り、委員からは、金井神１号線につ

いて、もともと官地であった場所であるかとの

質疑がなされ、建設参事からは、もともとは民

地であり、砂防ダム工事に伴う仮設道路として

山形県が使用していた場所であるが、今回、本

市が用地買収を行い、道路及び水路の整備を行

ったものであるとの答弁を受けたところであり

ます。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第16号 市道路線の廃止について

申し上げます。 

 本案は、長井市都市再生整備計画に基づく市

道本町西１号線の延長による終点の変更に伴い、

市道路線を廃止するため提案されたものであり

ます。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第29号 長井市河川公園条例の一

部を改正する条例の制定について申し上げます。 

 本案は、最上川こいで河川公園を長井市河川

公園として開設するに当たり、所要の改正を行

うため提案されたものであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第30号 長井市営住宅管理条例の
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一部を改正する条例の制定について及び議案第

31号 長井市定住促進住宅管理条例の一部を改

正する条例の制定について、関連がありますの

で一括して申し上げます。 

 これら２案は、いずれも民法の一部を改正す

る法律の施行に伴い、所要の改正を行うため提

案されたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、利息を計算する上

で適用される法定利率とは何％かとの質疑がな

され、建設課長からは、年３％であり、３年に

１度見直しがなされるとの答弁を受けたところ

であります。 

 採決の結果、以上２件は、いずれも全員一致

で原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

 次に、議案第32号 長井市水道事業給水条例

の一部を改正する条例の制定について申し上げ

ます。 

 本案は、水道法の一部改正により、指定給水

装置工事事業者の指定の更新制度が導入された

ことに伴い、所要の改正を行うため提案された

ものであります。 

 質疑に入り、委員からは、指定工事事業者の

登録について、従来は一度登録すれば更新の必

要はなかったが、このたびの改正により更新手

続が必要になったということか。また、更新手

続に当たっては、改めて審査が行われることに

なるのかとの質疑がなされ、上下水道課長から

は、従来は指定の有効期限が定められていなか

ったが、今回、５年に１度の更新手続とする法

改正がなされたものであり、更新手続に当たっ

ては、登録申請時と同様の書類提出を求め、審

査を行うこととなるとの答弁を受けたところで

あります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第13号 指定管理者の指定につい

て申し上げます。 

 本案は、長井市観光交流センターの管理につ

いて、一般財団法人置賜地域地場産業振興セン

ターを指定管理者に指定するため、提案された

ものであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第17号 長井市森林環境譲与税基

金条例の設定について申し上げます。 

 本案は、森林環境譲与税の創設に伴い、森林

整備事業を促進する諸施策の財源を確保する基

金を設置するため、提案されたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、基金の目標額及び

主な使用目的についてどのように考えているの

かとの質疑がなされ、農林課長からは、一定程

度の額まで積み立てを行った後、約2,000万円

で森林境界の明確化に関する事業を実施したい

と考えているとの答弁を受けたところでありま

す。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で産業・建設常任委員会に付託になりま

した案件審査の報告を終わります。 

○平 進介議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第15、議案第10号 権利の放

棄についてから日程第23、議案第32号 長井市

水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定

についてまでの９件について、討論の通告があ

りませんので、討論を終結し、順次採決いたし

ます。 

 まず、日程第15、議案第10号 権利の放棄に

ついての１件について、産業・建設委員長の報

告は原案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成
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の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介議長 起立全員であります。 

 よって、議案第10号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第16、議案第13号 指定管理者の

指定についての１件について、産業・建設委員

長の報告は原案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介議長 起立全員であります。 

 よって、議案第13号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第17、議案第15号 市道路線の認

定についての１件について、産業・建設委員長

の報告は原案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介議長 起立全員であります。 

 よって、議案第15号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第18、議案第16号 市道路線の廃

止についての１件について、産業・建設委員長

の報告は原案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介議長 起立全員であります。 

 よって、議案第16号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第19、議案第17号 長井市森林環

境譲与税基金条例の設定についての１件につい

て、産業・建設委員長の報告は原案可決であり

ます。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介議長 起立全員であります。 

 よって、議案第17号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第20、議案第29号 長井市河川公

園条例の一部を改正する条例の制定についての

１件について、産業・建設委員長の報告は原案

可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第29号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第21、議案第30号 長井市営住宅

管理条例の一部を改正する条例の制定について

の１件について、産業・建設委員長の報告は原

案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第30号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第22、議案第31号 長井市定住促

進住宅管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついての１件について、産業・建設委員長の報

告は原案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第31号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第23、議案第32号 長井市水道事

業給水条例の一部を改正する条例の制定につい

ての１件について、産業・建設委員長の報告は

原案可決であります。 
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 産業・建設委員長報告のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第32号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 

 

 予算特別委員会審査報告 

 

 

○平 進介議長 次に、予算特別委員会の審査の

報告を求めます。 

 梅津善之予算特別委員長。 

  （梅津善之予算特別委員長登壇） 

○梅津善之予算特別委員長 おはようございます。 

 令和２年３月市議会定例会において、予算特

別委員会に付託になりました議案第１号 令和

２年度長井市一般会計予算を初め、特別会計予

算６件、企業会計予算２件の令和２年度予算案

９件について、審査いたしました経過と結果に

ついてご報告申し上げます。 

 予算特別委員会は、会議日程に従い、３月13

日及び17日の２日間にわたり審査を行いました。 

 審査に当たっては、各会計予算の概要につい

て担当課長から説明を受けた後、８名の委員の

総括質疑が行われ、終了後に細部審査を行った

ところでありますが、その経過につきましては、

議長を除く全員で構成する委員会でありますの

で、後刻会議録によりご承知くださいますよう

お願い申し上げ、審査の結果のみご報告申し上

げます。 

 まず、議案第１号 令和２年度長井市一般会

計予算及び議案第２号 令和２年度長井市国民

健康保険特別会計予算の２件につきましては、

いずれも賛成多数で原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 次に、議案第３号 令和２年度長井市山形鉄

道運営助成事業特別会計予算、議案第４号 令

和２年度長井市訪問看護事業特別会計予算、議

案第５号 令和２年度長井市介護保険特別会計

予算、議案第６号 令和２年度長井市後期高齢

者医療特別会計予算、議案第７号 令和２年度

長井市宅地開発事業特別会計予算、議案第８号 

令和２年度長井市水道事業会計予算及び議案第

９号 令和２年度長井市下水道事業会計予算の

７件につきましては、全員一致で原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 以上が審査の結果でありますが、当局におか

れましては、審査の過程で委員各位から出され

ました質疑、意見等について十分に意を用いら

れ、事務の執行に当たられるよう申し上げ、予

算特別委員会の報告を終わります。 

○平 進介議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 まず、日程第24、議案第１号 令和２年度長

井市一般会計予算の１件について、討論の通告

がありますので、順次発言を許可いたします。 

 初めに、議席番号13番、小関秀一議員。 

  （13番小関秀一議員登壇） 

○１３番 小関秀一議員 私は、長井市民の平和

で健やかな暮らしのために３月議会に臨み、公

平、公正で透明な議案の審査をいたしました。 

 議案第１号について、令和２年度長井市一般

会計予算に以下の理由によって反対をいたしま

す。 

 提案されました令和２年度の長井市の予算は、

ご承知のとおり207億5,600万円で、昨年度当初

比13.2％増、過去最高の長井市の予算の上程で

あります。 

 その内容は、新市庁舎新築を初めとする計画

されてきた公共施設等整備計画のピークを迎え


